人材ネットバンク　コーディネーター連絡先請求書
地域の公共ホール等で芸術文化事業を実施するために連絡先等を照会されたい場合は、連絡先請求書に必要事項をご記入の上、メールかFAXにてお申し込みください。お送りいただいた内容を（財）地域創造で確認させていただき、内容に問題がなければ連絡先をお伝えします。
ただし情報の提供先は、地方公共団体及び公立文化施設を運営する地方公共団体や関連の公益法人等（注）の方に限らせていただきます。

なお、コーディネーターへの仲介は原則として地域創造は行いませんので、連絡先をお伝えした後は直接コーディネーターとご相談や事業の交渉等を行って頂くこととなります。
お申込先：Fax.03-5573-4060　　E-mail　jinzai@jafra.or.jp
財団法人地域創造　人材ネットバンク　コーディネーター連絡先請求係
	請求年月日
	平成　　年　　月　　日
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	E-mail
	

	請求内容
	【コーディネーター氏名】



	
	【請求理由　※具体的にお書きください】




注） ① 地方公共団体

② 地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき指定管理者として指定を受け、公の施設の管理を行う次に掲げる法人その他の団体
ア 公益法人制度改革三法※による特例民法法人、公益財団法人等のうち、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを２分の１以上出資しているもの（以下「特定指定管理者」という｡）
イ 上記ア以外の法人その他の団体（以下「一般指定管理者」という｡）

③ 地域における文化・芸術活動の振興に資することを目的として設立された、公益法人制度改革三法による特例民法法人、公益財団法人等（②を除く。）のうち、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを２分の１以上出資している法人で財団法人地域創造（以下「地域創造」という｡）が特に認めたもの（以下「特定公益法人」という｡）
④ 地方公共団体、特定指定管理者、特定公益法人が、企画、運営について相当の責任を負う実行委員会等（以下「実行委員会等」という｡）
※ 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
